
　貸　借　対　照　表　
（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 794,714,454     流動負債 376,316,898     

預金 1,575,624       支払手形 1,672,224       

受取手形 117,884,160     買掛金 106,330,705     

売掛金 196,254,492     親会社短期借入金 6,282,547       

未収金 365,020,937     未払金 166,560,661     

商品 1,146,658       未払費用 4,655,301       

未着商品 98,240,357      未払法人税等 8,488,500       

未払消費税 54,147,737      

貯蔵品 1,911,458       未払利息 95,755          

前払費用 9,480,568       預り金 1,388,200       

未収法人税 3,200,200       賞与引当金 26,695,268      

固定資産 145,660,375     固定負債 88,603,189      

有形固定資産 62,703,940      資産除去債務 64,336,489      

構築物 56,210,423      退職給付引当金 24,266,700      

工具器具備品 6,493,517       

負債合計 464,920,087     

無形固定資産 16,062,009      

ソフトウェア 14,214,929      （純資産の部）

電話加入権 1,847,080       株主資本 475,454,742     

投資その他の資産 66,894,426      資本金 150,000,000     

保証金 211,000         

繰延税金資産 64,383,426      利益剰余金 325,454,742     

その他の投資 2,300,000       利益準備金 37,500,000      

その他利益剰余金 287,954,742     

繰越利益剰余金 287,954,742     

純資産合計 475,454,742     

資産合計 940,374,829     負債・純資産合計 940,374,829     



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

 (1)資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）によっております。

 (2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。

 (3)引当金の計上基準

①賞与引当金 従業員に対する賞与等の支払に備えるため、主として

支給見込額基準による見積額を計上しております。

②退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末に在籍する従業

員の期末時点の自己都合退職金要支給額を計上してお

ります。

 (4)重要な収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業に

おける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の

時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、直接の顧客である販売店及び代理店に対して商品及び

製品を販売しております。当該販売取引については、原則として

顧客に商品及び製品が着荷した時点で顧客が支配を獲得し

履行義務が充足されると判断しており、着荷時点において

収益を計上しております。

 (5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 ①　消費税等の会計処理 税抜方式で行なっております。

 　 ②  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において

創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への

移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱

いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金

資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい

ています。



個別注記表

２．貸借対照表に関する注記

 (1)有形固定資産の減価償却累計額 円

 (2)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①  親会社及び法人主要株主等

②  兄弟会社等

３．損益計算書に関する注記

 (1)関係会社との取引高

①  親会社及び法人主要株主等

162,511,622



個別注記表

②  兄弟会社等

４．株主資本等変動計算書に関する注記

 (1)当事業年度の末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 株

５．税効果に関する注記

  繰延税金資産の発生の主な原因は、商品評価損、賞与引当金、退職給付引当金および

減価償却限度超過額の否認等であります。

６．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円

１株当たり当期純利益 円

７．収益認識に関する注記

「１．重要な会計方針に係る事項」の 「重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。

103,538.46

594,318.43

800


